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≪ 校訓 ≫ 「やさしく かしこく たくましく」
学校教育目標 【確かな学力と気力を備えた子供の育成】

交通事故ゼロを目指して

校長 白井 和彦

プール掃除・水泳学習
４日(火)に３～６年生で「プール掃除」を行いました。水泳

学習に向けて，一生懸命，時には水を浴びながら楽しく取り組
みました。とてもきれいになったプールで，現在，水泳学習を
行っています。自分の目標に向かって練習している姿が，とて
もすばらしいです。

７月５日(金)は，「水泳学習参観」です。子供たちの学習の
成果を披露できればと思います。

御多用の折とは思いますが，子
供たちのがんばりをたくさんの方
々にぜひ見ていただきたいです。

御来校お待ちしています。

茶道体験(学校応援団による)
１２日(水)に川尻ふれあい交流館で，５・６年生が茶道体験

を行いました。茶道の歴史や文化，作法を学習し，実際にお茶
をたてて飲んだり，和菓子を一緒に食べたりしました。

日本伝統のお茶の飲み方に少し戸惑いながらも，おいしく味
わっていました。実際に体験することで，学習内容の理解がよ
り深まりました。

講師の学校応援団の方々には，このような貴重な機会をいた
だきありがとうございました。今後も，学校応援団の方々の御
指導のもと，川尻ならではの特色ある教育活動工夫し，行って
いく予定です。

【 行 事 予 定 】

４日(木) 学校運営協議会①(13:30～15:30)
スクールゾーン委員会①(15:45～16:45)

５日(金) 水泳学習参観(４校時)・学級ＰＴＡ・給食試食会
学校保健委員会①(14:00～14:45)

９日(火) 山川発電所見学(３～６年)
１１日(木) オクラに関する出前授業(３・４年)
１２日(金) 指宿保安署による水難事故防止教室(着衣水泳)
１３日(土) 土曜授業日
１４日(日) 県民の日
１５日(月) 海の日(祝) 地区海の日祭典
１６日(火) 芸術家派遣事業(オリジナル曲創作活動)(５・６年)
１８日(木) 枚聞神社六月灯街頭補導(１・４年保護者)
１９日(金) １学期終業式(夏季休業～９/1)
２１日(日) 川尻区一斉美化作業
２５日(木) 子ども司書養成講座
２８日(日) 青少年ふるさと美化活動(県下全域)

１日(木) 出校日
１１日(日) 山の日(祝) かいもん夏祭り街頭補導(２・５年保護者)
１３日(火) 学校閉庁日《～１５日》
２１日(水) 出校日(作文等提出)
２８日(水) 川尻棒踊り練習(川尻交流館)(３年以上)《～３０日》

２日(月) ２学期始業式
いじめ問題を考える週間・健康生活週間《～８日》
２学期始め朝のあいさつ運動《～６日》

６日(金) 鹿児島大学学友会管弦楽団演奏会(＊保護者鑑賞可)
スクールカウンセラーによるＳＯＳの出し方教室

１０日(火) 心の教育の日 授業参観(道徳) 学級ＰＴＡ
１４日(土) 土曜授業日
１５日(日) 開聞中体育大会
１６日(月) 敬老の日(祝) 川尻校区敬老祝賀会
１８日(水) 修学旅行(５・６年)【熊本方面】《～１９日》
２０日(金) 秋の社会科見学(１～４年) 休養措置日(５・６年)
２２日(日) 秋分の日(祝)
２３日(月) 振替休日
２６日(木) 運動会全体練習①

※ 予定ですので，変更になる場合があります。

避難(風水害)・引渡し訓練
８日(土)に避難(風水害)・引渡し訓練を行いました。災害時な

ど，子供たちの安全性を確保して下校させるため，保護者へ安
全に引き渡す体制づくりが大きな目的の一つです。

保護者の方々には御協力いただきありがとうございました。
当日は本番を想定して訓練することができました(このような

機会はない方がいいのですが…)。実施後は，成果と課題が挙げ
られました。例えば，来校された際の車の誘導や保護者への連
絡体制などです。緊急時の措置ですので，必ず御家族の方に引
き渡さなければなりません。また，敷地内での安全確保も必要
不可欠です。今後改善策を検討し，いざという時に備えていき
ます。よろしくお願いします。

最近，テレビやネットのニュースを見ていると，特に全国で小

学生の交通人身事故発生の記事が多く目につきます。

警察庁によると，子供の交通人

身事故は，統計的に６・７月に最

も多く発生しているそうです。そ

の理由として，

・ ６月頃から子供たちが学校生

活に慣れ始め，行動範囲が広が

りやすい。

・ 子供は大人より視野が狭く，急な飛び出しなど衝動的な行動

を起こしやすい。

・ ７月になると夏休みが近くなり自然と気が緩みやすい。

などが挙げられています。

子供たちの登校の様子を見て

いると，車道に広がって登校し

たり，左右をよく確認せずに道

路を横断したりすることがあり

その都度注意を促しています。

また，自転車の事故も多発していま

す。道路交通法では，令和５年４月１

日から「すべての自転車利用者にヘル

メット着用の努力義務」が課されてい

ます。子供たちが自転車に乗る際は必

ずヘルメットを着用するよう見届けを

お願いします。

自分たちドライバーも交通事故につながる運転ミスをしないよ

う十分注意しつつ，今後も交通事故ゼロを心から願っています。

【お知らせ】
☆ ９月６日(金)9:35～10:20に体育館で行われる鹿児島大学

学友会管弦楽団演奏会は，保護者の鑑賞も可能です。尚，鑑
賞料は無料です。御都合が付かれる方は，ぜひ御来校くださ
い。お待ちしています。

☆ 先日，歯科検診の結果を配付しました。一生使う大切な歯
です。治療が必要な場合は，早めに受診をお願いします。

また，毎日の歯みがきもお忘れなく。

・ 埼玉県所沢市の市道で，横断歩道を渡っていた小学生がト
ラックにはねられる。

・ 神奈川県横浜市で，自転車に乗った小学生が信号機の無い
横断歩道を渡っていたところトラックにはねられる。

・ 北海道札幌市で，登校中に横断歩道を渡っていた小学生が
自家用車にはねられる。

・ 東京都江戸川区の路上で，自転車に乗った小学生が自家用
車にはねられる。


